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はじめに

日本では飲食店での全面禁煙を求める声が強いにも関わらず、今のところ

それが実現する気配はない。2017年 の春、厚生労働省は、面積30平 方メー ト

ル以下の小規模なバーやスナックなどを除き、飲食店での喫煙を原則的に禁

止 し、違反 した店に罰則を設けるという健康増進法の改正案を提案 したが、

自民党の反対にあって実現 しなかった。1この時、飲食店での禁煙 を義務化

する厚生労働省の案の代わりに自民党のたばこ議員連盟が提案 したのは、分

煙 を徹底させるというものだった。2

この対案の根拠 となる基本理念をたばこ議員連盟の会長である野田毅は、

自身のホームページで、次のように説明している。

"喫煙 を愉 しむこと"と"受 動喫煙 を受けたくないこと"は
、ともに

国民の権利 として尊重 されなければならない

このため、たばこを喫煙する者は受動喫煙を受けたくない者の権利

を侵害 してはならず、一方、合法的な嗜好品であるたばこを喫煙す

る者を社会的悪者 として排除してはならない

・したがって、「欲せざる受動喫煙を防止す る』を基本理念 として、

たばこを喫煙する者 と受動喫煙を受けたくない者双方の立場を尊重

し、世界に誇る分煙先進国の実現 を推進 してい くことが重要である。3

つまり、喫煙者の人権にも、非喫煙者のそれに対するのと同じように配慮す

べ きということだ。これは一見すると、喫煙者 と非喫煙者の両方を思いやっ

た、とてもバランスのとれた主張だろう。

しかし、喫煙は本当に権利なのだろうか?も しそうだとすると、世界で最

も人権意識が高いと考えられている、アメリカ合衆国で飲食店の全面禁煙が

なされているという事実をわれわれはどう捉 えれば良いのだろうか?ア メ
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リカ非喫煙者権利財団(AmericanNonsmokers'RightsFoundation)に

よると、2018年4月1日 現在、アメリカ合衆国において飲食店および職場での

全面禁煙が法律で義務付けられている州は全部で25あ り、職場を除き、酒場

を含めた飲食店のみが全面禁煙 となっている州がこの他5州 、さらには酒場

を除いた飲食店のみを規制の対象 としている州はさらに5州あるという。こ

ういった法律 を持っていない州を含めて、全米では現在、955の 地方自治体

が飲食店での全面的禁煙を義務付 けている。4合衆国全土でそ うなっている

わけではないものの、飲食店による全面禁煙化は合衆国では確実な流れとな

っていることは間違いない。では、このように喫煙を制限する合衆国の州や

自治体は、喫煙する権利 という人権を躁欄 し、喫煙者を少数者 として迫害 し

ているのだろうか?

アメリカ合衆国における喫煙文化を考える上で、自由の問題は無視するこ

とはできない。タバコが体に悪いとわかってからも、長 くタバコが嗜まれて

きたのは、喫煙が個人の自由と考えられてきたからである。 しかし、それと

同時に、20世紀後半になって嫌煙の風潮が急速に広まったのも、喫煙が個人

の自由を侵害すると捉えられるようになったからに他ならない。ただし、こ

れは、たばこを吸 う人の自由とたばこを吸いたくない人の自由、 という対等

な二つの利益の対立があって、後者が より重視 されるようになったことだけ

を意味するのではない。喫煙により、喫煙者自身の自由が侵害されていたこ

とが明らかになったのである。タバコ産業の製造 ・販売の実態が知 られるよ

うになって明白になったのは、喫煙者は、自分の自由な意志でタバコを吸っ

ているわけではなく、むしろタバコ会社によって吸わされていたという事実

だった。本稿では、個人の自由という観点から、合衆国における喫煙から嫌

煙への流れを追ってみたい。

1.タバ コ産業の三つの ウソ

タバ コ会 社 の行 いが 広 く知 られ る よ うに な っ た の は、1990年 代 に な っ て か

らで あ る 。 こ の 時代 、 そ れ ま で うす うす 分 か っ て い た こ とだが 、 タバ コ会 社

が 、 自 らが 製 造 ・販 売 す る商 品が 、健 康 被 害 を引 き起 こす もの で あ る こ とを

知 りつ つ 、個 人 の権 利 とい う概 念 を た て に 、 喫煙 者 を搾 取 して きた こ とが 事

実 と して捉 え られ る よ うに な る 。 きっ か け は 、 メ レル ・ウ ィ リ ア ムズ とい う
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パラリーガルが、自分が務める法律事務所の顧客である全米第三位のタバコ

会社ブラウン&ウ ィリアムソンの極秘社内文書を持ち出したことだ。かつて

ミシシッピ州の司法長官 として、タバコによる健康被害に対 して州が負担 し

た医療費に対する賠償を求めてタバコ会社を訴えたマイク ・ムーアは、この

ウィリアムズの文書によってタバコ業界が長年突 き通 してきた三つの大 きな

ウソがバ レたと述べている。つすなわち、1)タ バコは肺がんの原因ではない、

2)ニ コチンは依存性がない、3)自 分たちタバ コ会社 は子供を販売の対象 と

して考えていない、という三点だ。

ウィリアムズの文書だけでなく、1990年 代にはタバコ会社に対 して起こさ

れた訴訟によって様々な内部文書が公開されるようになる。健康被害を受け

た個人が賠償を求めて訴訟を起こすことは以前からあったが、1990年 代にな

ると、州が喫煙者の健康被害によって不当に医療費を負担 させ られたとして

その賠償 を求めてタバコ会社 を訴え始める。6こういった裁判やウィリアム

ズが漏洩 させた文書を通 して、次々にタバコ会社の活動の実態が明らかなる

につれ、タバコ産業は長年アメリカの大衆を騙 してきたとして強い批判にさ

らされるようになる。こういった人々の怒 りを背景に、1999年 に合衆国司法

省は、タバコ産業が 自分たちの利益のためにアメリカの大衆を騙 し続けてき

たとして、組織的犯罪を取 り締まるRICO法 に基づいて、タバコ会社9社 と

その関連2団 体を告訴する。『合衆国対フィリップ ・モリス』 というこの訴訟

を裁いた判事は、人々の怒 りを代弁するかのように、次のような言葉でタバ

コ会社を激 しく非難 した。

より口語的に、法律的な言い回しにならないように述べるとすれば、

50年 以上 も、被告のタバコ会社たちは、喫煙 と環境的タバコ煙による

圧倒的な健康被害について、喫煙者とタバ コ会社が 「代替的喫煙者」

として熱心に狙ってきた若者を含んだアメリカの大衆にウソをつき、

誤ったことを伝え、騙 したのである。彼 らは、調査結果を隠蔽 し、文

書を破壊 し、依存者を増やしその依存を永続 させるためにニコチンの

使用を操作 し、喫煙者に禁煙を思いとどまらせるためにロー ・タール

やライトのタバコに関する真実を歪め、自らの目的を達成するために

法制度を悪用 したのである。個人の病気や苦 しみ、医療費の増大、法

制度への信頼に、全 くと言っていいほど注意を払わずにお金を儲ける
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とい う 目的 の た め に 。7

この言葉に読みとることのできる怒 りは、前述 した三つのウソによって個

人の自由が踏みにじられたことに対 してのものである。 もちろん、自由な意

志に基づいた喫煙 という概念に決定的な打撃を与え、喫煙を個人の権利 とし

て擁護することが困難になった直接的な原因は、副流煙の被害であったこと

は間違いない。8副流煙によって健康被害にあう人は、 自らの意志でタバコ

を吸っているわけではなく、人が吸ったタバコの煙を自分の意志 とは関係な

しに吸わされているわけだから、タバコの健康被害は吸 う人の責任であると

いう主張が成立 しなくなるし、何 よりも非喫煙者のタバコを吸わない権利が

侵害されているのは明白だ。

しかし、タバコ業界が組織的についた嘘は、喫煙者の自由な判断を妨げる

ものだった という意味で、個人の自由を侵害 していたと考えられるだろう。

タバ コ会社は、一方で、喫煙は個人の自由であると主張 し、自分たちの利益

を守ってきたわけだが、他方で、その主張を維持するために、ウソをつ き続

けてきたのである。タバコ会社はタバコが肺がんの原因であることをも、ニ

コチンに依存性があることも知っていたし、未成年者を販売の対象 としてき

た。これらの事実は全て、喫煙は個人の自由な選択であるというタバコ会社

の主張を根底から崩壊 させてしまう。タバコ会社は、喫煙が肺がんの原因で

あることを知 りつつ、それを否定 してきたことで、個人が責任ある判断を下

すために必要な、情報を正確に伝えず、個人が理性的かつ自由な判断を下す

ことを妨げてきた。ニコチンに依存性があることを知 りつつその事実を隠し

てタバコを販売 してきたことでタバコ会社は、意図的に喫煙者を薬物に依存

させ、彼らの自由意志 とは無関係に、喫煙するように仕向けてきた。そして、

大人とは違って理性的な判断を下せない未成年者に、健康被害を引 き起こし、

依存性がある商品を売 りつけていた事実は、喫煙が理性的に自由意志を働か

せた末の判断ではないことを物語っている。以下に、これら三つのタバコ会

社のウソが、いかに喫煙者の自由を侵害するものだったかを見てみたい。

Il.タバ コと健康被 害

まず、タバコの健康被害が問題視 されるようになった歴史を振 り返 り、喫
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煙 が権 利 で あ る とい う考 え の起 源 を確 認 した い 。 タバ コ の健 康 被 害 が 医学 的

に研 究 され る よ うに な る の は 、1920年 代 に な っ て か らで 、 こ の 頃早 く もタバ

コ とが ん の 関 係 が 議 論 さ れ る よ う に な る 。9と は い え ま だ タバ コ の健 康 被 害

は そ れ ほ ど深 刻 視 され て い た わ け で は な か っ た 。 こ の こ とは 、20年 代 か ら40

年 代 に か け て存 在 して い た 、 医者 が タバ コ を勧 め る広 告 を見 れ ば 明 らか だ ろ

う。 例 えば 、1930年 の ラ ッ キ ー ・ス トラ イ クの広 告 の 宣 伝 文 句 は、20,679人

の 医者 が ラ ッキ ー ・ス トラ イ ク は 、他 の ブ ラ ン ドと比 べ て 、喉 に とっ て よ り

不 快 感 が 少 な い こ と を認 め て い る 、 とい う もの だ った 。10医者 を広 告 に 出す

とい うこ とは 、 もち ろ ん健 康 被 害 に対 す る不 安 を和 らげ る 目的が あ っ た こ と

を意 味 す る わ け だが 、 当 時 の健 康 被 害 とは 喉 、 口 、鼻 の不 調 や違 和 感 とい っ

た もの で 、 後 に 明 らか に な るが ん や肺 気 腫 とい っ た深 刻 な病 気 で は な か っ た。

20世 紀 の初 頭 に 、 タバ コ と肺 が んが 結 び付 け られ て い な か っ た の は、 そ も

そ も肺 が ん 自体 が 非 常 に珍 しか っ た か らだ 。20世 紀 よ り前 は 、 そ れ は ご く稀

で 、1914年 に お い て も、 報 告 され た 肺 が んの 件 数 は、 わず か371件 しか な か

っ た 。11タバ コの健 康 被 害 研 究 の 先 駆 者 で あ っ た オ ル ス トン ・オ ク ス ナ ー博

士 が 、 医学 生 だ っ た1919年 に 、 も う二 度 とこ の よ うな症 例 を見 る こ とは な い

だ ろ うか ら と 自分 の先 生 に勧 め られ て立 ち会 っ た解 剖 が 、肺 が ん で死 ん だ男

性 の もの だ っ た とい う逸 話 は 、 い か に こ の病 気 が 当 時珍 しか っ た か を物 語 っ

て あ ま りあ る だ ろ う。12肺 が ん に よ る死 は、1930年 に は3,000件 未 満 しか な か

っ た が 、1950年 に は 、18,000件 と な り、 さ ら に、1955年 か ら1962年 の わ ず

か な 問 に は 、27,000件 か ら41,000件 へ と劇 的 に変 化 す る まで にな った 。13

タバ コの健 康 被 害 を め ぐる 医学 的研 究 及 び 人 々 の認 識 が 大 き く変 わ る の は

50年 代 に な っ て か らの こ とで あ る 。特 に 、1952年12月 の 「リー ダ ーズ ・ダ イ

ジ ェ ス ト」 誌 に掲 載 され た 「タバ コ に よるが ん」 とい う記 事 が 、 タバ コ と肺

が ん の 因 果 関係 を探 る最 新 の 医学 研 究 の成 果 を一 般 読 者 に紹 介 し、 大 きな反

響 を呼 ぶ 。14す で に医 学 関係 者 の 間 で は 、1950年 に 、 アー ニ ス ト ・ウ ィ ン ダ

ー とエ ヴ ァー ッ ・グ レア ム とい う二 人 の疫 学 者 が 、肺 が ん患 者 に対 して行 っ

た 聞 き取 り調査 の結 果 、肺 が ん と タバ コ の 喫煙 に 因果 関係 が あ る可 能 性 が 高

い こ と を指 摘 した こ とが 話 題 に な っ て い た 。 「肺 が ん 発 症 の潜 在 要 因 と して

の タバ コ喫 煙 」 とい う題 の そ の論 文 は、 肺 が ん で 入 院 して い る605人 の 男 性

患 者 に 聞 き取 り調査 を行 っ た結 果 と して 、95.6%が 長 年 に わ た るヘ ヴ ィー ス

モ ー カ ー で 、 非 喫 煙 者 は2%だ っ た と伝 えて い る。 この よ う な こ とか ら、二
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人は、「過度な喫煙(特 にタバコ)を 長年続けることは、肺がんの発生の

重要な要因であるように思える」と結論づける。15先の 「リーダーズ ・ダイ

ジェスト」誌の記事は、このような当時最新の研究成果を一般読者に紹介 し、

タバコの健康被害に警鐘を鳴らす ものだった。

その後、タバコとがんの因果関係に関する記事が他の雑誌にも取 り上げら

れるようになり、タバ コの健康被害に対する関心が50年 代半ばには急速に高

まってい く。タバコ会社はこのような風潮を深刻に受け止める。タバコが健

康を害することが医学的に証明されたとなれば、今後のタバコの売れ行 きに

影響を及ぼすことは必至だからだ。実際、1952年 に4,350億本だった年 間の

タバコ消費量は、翌年には、4,230億本へと史上初めて減少する。/6

タバ コの健康被害を訴える医学的研究が次々と現れる状況で、自らの会社

が倒産に追い込 まれるどころか、自分たちの産業そのものが消滅 しかねない

と危惧 したアメリカの主要なタバコ会社の役員たちは、1953年12月 に会社 と

いう枠を超えて集まり、タバコ産業 としてどのようにこの事態に対応すべ き

か協議する。このような状況でタバコ産業ができる最 も理性的で良心的なこ

とは、自らが製造 ・販売する商品の害悪を認め、直ちに医学界 と協力 し、よ

り安全な商品の開発を行 うなどして、タバコによる健康被害を食い止める努

力 をすることだろう。 しかし、PR会 社に相談 した結果タバコ産業がとった

方針は、それとはまったく逆だった。彼 らは、むしろ、タバコが健康を損な

うとははっきりと証明されていない、とタバコの健凍 被害を主張する研究に

正面切って反論 し、タバコの害を徹底的に否定することにしたのである。

1954年1月 に、全米の主要なタバコ会社は、「タバコ喫煙者に向けた率直な

声明」という意見広告を全米の400以 上の新聞に掲載する。17そこで、タバコ

会社は、タバコの健康被害は科学的に証明されたわけではないという見解を

強調 しつつ、喫煙者の間で健康に対する関心が高 まっていることに鑑みて、

タバコの健康被害に関する医学界の研究に協力するだけではなく、自分たち

タバコ会社が協力し業界をあげて、タバコの健康被害を調査する 「タバコ産

業調査委員会」(theTobaccoIndustryResearchCommittee)と いう団体

を設立し、タバコの健康被害を注視 していくことを宣言する。そして、タバ

コが健康被害を引き起こすのであれば、自分たちはそれを販売 しないと宣言

する。18しかし、その実、タバコ会社 は、タバコががんを引 き起 こすことを

うすうす知っていた。それは、タバコ会社自身が、当時のタバコとがんの関
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係 に関する研究 を精査 した結果、「臨床的データに基づいた研究は、長 きに

渡った重度喫煙者 と肺がんの発症 との問に関係があることを示す傾向にあ

る」(14)と 結論づけた報告書を1953年 に作成 していたことに明らかだ。19

結局のところ、タバコ会社は、表向き大衆の健康を心配するふ りをしなが

ら、自分たちにとって都合の悪いタバコの健康被害に関する医学界の研究報

告を無視することにしたのである。そして、その後、タバコ産業自らが行っ

た研究によっても健康被害が確実視 されていくようになっても、タバコ会社

はその研究成果を広 く一般に公開することなく、むしろそれを隠蔽 し、タバ

コの健康被害は証明されていないという従来の主張を続けていく。さらには

潤沢な資金を元に、積極的に広報活動、ロビー活動を展開して、科学者や公

共衛生に携わる役人たちが、大衆にタバコの危険性を訴えることを阻止する

ようになる。 こうして、フィリップ ・J・ヒルツが呼ぶ ところの 「ビジネス

や衛生管理の歴史上類を見ない」タバコ産業の 「陰謀」が始まる。20

Ill,個人の 自由 と しての喫煙

こ うい っ た タバ コ産 業 の 方 針 が 功 を奏 して 、 タバ コの 販 売 は 打 撃 を受 け

る ど こ ろ か 、 そ の数 を伸 ば して い く。1954年 に3,690億 本 だ った タバ コの 年

間売 上 数 は、1961年 に は、4,880億 本 に な る。 こ れ は、 一 人 当 た りに す れ ば 、

3,344本 か ら4,025本 へ の増 加 と な り、 史 上 最 大 の 売 り上 げ を記 録 す る こ とに

な る 。21

しか し、 こ う して タバ コ 産業 が 順 調 に営 業 成 績 を伸 ばす 問 も、 タバ コ の健

康 被 害 に 関す る大 衆 の 関心 が 廃 れ る こ と も、専 門家 に よ る研 究 が 衰 え る こ と

もな か っ た 。1960年 代 初 頭 に は 、 タバ コの 健 康 被 害 に つ い て 政 府 と し て の

見 解 を示 す 必 要 が あ る と判 断 した 時 の 大 統 領 ジ ョ ン ・F・ ケ ネ デ ィ に よ っ て 、

専 門 家 に よ っ て構成 され る諮 問 委員 会 が 立 ち上 げ られ 、 そ の 検 討 の結 果 が 、

1964年 に 「喫煙 と健 康 」 とい う報 告 書 と して公 衆 衛 生 局 に よ っ て発 表 さ れ る。

そ こで 、初 め て 、合 衆 国 政府 の見 解 と して 、 喫煙 が 肺 が ん の原 因 で あ る こ と、

そ して 、 喫煙 者 は非 喫煙 者 よ り も 死 亡 す る確 率 が70%高 くな る こ とな どが

明言 され る 。22

この報 告 を受 け て 、 タバ コ 産業 は 、 タバ コ の危 険性 は未 だ に証 明 で きて い

な い とい う従 来 の姿 勢 を維 持 しつ つ 、 そ れ と同時 に 別 の 戦 略 を と り始 め る。
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喫煙は個人の自由によるものだから、タバコの健康被害は、喫煙者の責任で

あると主張するのだ。23このような主張の典型的なものは、例えば、1977年 の、

その名も 「喫煙一 自由な選択」 という声明文に見ることができる。そこでは、

タバコ協会の副会長が業界を代表 して、喫煙者の権利を次のように擁護する。

「彼 らが受け取った自由な選択という遺産の一部として、 タバ コの消費者に

なることを選択 した大人たちは守 られなければならない」 と。21

喫煙は個人の選択であるというタバコ会社の主張が極めて重要なのは、そ

れが健康被害の責任をタバコ会社から喫煙者個人に転嫁することを可能にし

たか らだ。この意味において、1965年 に、「連邦紙巻 きタバ コ表示広告法」

が成立 して、タバ コの外箱に、「警告:喫 煙はあなたの健康を損なう恐れが

あります」という警告文が明記 されることが義務付けられたことは、一見す

ると、タバコ産業の利益に直接反しているように見えて、その実タバコ会社

にとって、好都合だった。25というのも、この警告文が、タバ コの外箱に表

記されていることによって、タバコ会社はきちんと健康被害の危険性を喫煙

者に警告しているとみなされ、したがって、製造物責任に問われることが法

的に難しくなったからだ。実際、健康被害の損害賠償を求めて、がんにかか

った人々がタバコ会社を相手に起こした訴訟で、タバコ会社が賠償金を支払

うことは20世紀中には一度もなかった。26

タバ コは喫煙者の自由であるということは、喫煙による健康被害は個人の

責任であるということを意味する。このような考え方は、アメリカにおける

タバ コの歴史に詳 しい歴史家のアラン ・プラントが述べるように、個人主義

を重ん じるアメリカ人にとっては非常に馴染みやすいものだった。27健康に

関してであっても、アメリカ人は伝統的に個人の生活に政府が介入すること

を 「非アメリカ的」 として嫌 う。例えば、2001年 に公衆衛生局が、肥満を重

大な健康問題 として改善に乗 り出そうとしたが、これに対 して肥満は、「自

由に選択 された行為の結果」なので、個人の生活習慣に関して政府が税金を

投入して管理 しようとするのは間違いだとする意見がある新聞の社説に掲載

された。28このような反応は、個人の生活を政府によって管理 されることを

嫌 うアメリカ人の典型的なものだろう。アメリカに日本の国民健康保険のよ

うな国民の健康を守るための包括的な保険制度がないことも、銃規制に対す

るアメリカ市民の反発 も、政府が個人の行いに干渉することに対する強い嫌

悪感と警戒心の現れに他ならない。29
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そ の よ うな警 戒 心 は 、 タバ コ の規 制 に対 す る タバ コ 産業 の反 応 に もは っ き

り と現 れ て い る 。例 え ば 、禁 煙 法 案 等 に 反対 す る た め に タバ コ 産業 が 設 立 し

た 広 報 団 体 、 全 米 喫 煙 者 同 盟(NationalSmokers'Alliance)に よ る1995年

の 意見 広 告 「ご く少 数 派 の意 見 が なぜ 、大 勢 の 権 利 よ りも重 要 視 され るの か 」

は 、 タバ コ の規 制 を 強大 な政 府 に よる個 人 の生 活 に対 す る強 制 的 な介 入 と し

て 、 人 々 の危 機 感 を煽 り立 て て い る 。

大抵のアメリカ人は、強大な政府などというものに邪魔 されたくな

いと思っているし、自分たちの私生活に必要ないと感 じているでしょ

う。しかし、少数の過激主義者たちは、このことを理解 していません。

そういった、誰から頼 まれたわけでもないのに 「生活スタイルの監視

員」を自認する人々は、みんなのために何が良いのかわかっているつ

もりで、われわれの生活の様々な局面を厚かましくも支配 しようとし

ます。彼 らが成功すれば、われわれは、選択の自由という基本的な権

利を失くしてしまうでしょう。

今 日では、「生活スタイルの監視員」は喫煙者を標的に狙いを定め

ています。では、次は誰が狙われるので しょうか?も し5,000万の喫

煙者が、自分たちの権利を手放 さなければならないとすれば、誰の権

利であれ安全 という保障はありません。30

またR,J.レ イノルズ社 も、「自由な社会における喫煙」 と題 された1994年

の意見広告で、喫煙は個人の自由ないしは権利であり、政府の管理から守 ら

れなければならないと激 しく主張する。「われわれの社会のような自由な社

会において、われわれは全員、喫煙者 と非喫煙者の両方の権利を尊重するよ

うにしなければならない。… 大人の選択は、個々人に委ねられるべ きで

ある。政府の介入は許すべ きではない。」31

しかし、喫煙は個人の自由であるというタバコ会社の主張が公平性を欠い

ているのは言 うまでもない。喫煙が個人の自由な行為であり、理性的な判断

の結果だというのならば、その負の側面である健康被害が正 しく認識されて

いなければならないはずだ。個人が危険を顧みずに自らの自発的な意志で喫

煙 という行為を選択 したというのであれば、個人はそのような危険を十分に

知っていなければならない。実際、タバコのテレビコマーシャルが存在 した
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時代には、公共の電波を使って一方的にタバコの魅力を宣伝するのは公平性

を欠 くという理由か ら、 タバコの健康被害を訴える意見広告 も、 タバ コの

CMと 同じ時間だけ流すことがテレビ局に義務付けられていていた。タバコ

会社 は、テレビCMの 有効性を認めつつ、それを流すことで、タバコの健康

被害を伝える意見広告が流れることが避けられないのであれば、むしろ自分

たちにとってデメリットの方が大 きいと判断 し、タバコのテレビCMの 放送

禁止に同意 したのである。32こうしてタバコ会社の広告は、 タバ コによる健

康被害を伝える必要のない印刷媒体や看板等に限定 され、タバコの健康被害

は軽視 されていく。タバコの外箱の警告文 も 「喫煙はあなたの健康を損なう

恐れがあ ります」 という可能性を述べた ものであって、「健康 を損 なう」 と

いう断定的な事実の提示ではなかった。タバコ会社は、タバコによる健康被

害は医学的に証明されたわけではない、という従来の主張を続けていくこと

で、タバコの健康被害の可能性を隠蔽し続けた。このような状況においては、

喫煙すべ きか否かに関して理性的な判断を下す情報が十分にあるとはいえな

いだろう。タバコ会社は、自らが製造 ・販売する商品が健康被害を引 き起こ

すものであると知 りつつ、その事実を決 して公に認めようとせず、積極的に

人々に警告 しなかったことで、喫煙に関する人々の理性的な判断を妨げてい

たのである。

IV.ニ コチンの依存性

さ ら に、90年 代 に明 らか に な っ た の は、 タバ コ会 社 が 、 ニ コ チ ンの 依 存

性 を知 っ て い て そ れ を認 め よ う とは しな か っ た だ け で な く、 む しろ ニ コ チ ン

の 依存 性 を利 用 して売 上 を伸 ばす 努 力 を重 ね て い た とい う事 実 だ っ た。

そ もそ もタバ コ に依 存 性 が あ る こ とは 、20世 紀 の は じめ か ら言 わ れ て い た

が 、1950年 代 以 降 、 タバ コ の健 康 被 害 が 本 格 的 に 問題 視 さ れ る よ うに な っ て

か ら も、 タバ コ の依 存 性 に 関 して は 、深 刻 な 問題 と して そ れ ほ ど認 識 さ れ て

い な か っ た 。 しか し、1988年 に公 衆 衛 生 局 は 、 「喫 煙 と健 康 に関 す る報 告 書」

で 、 これ まで 囁 か れ て い た タバ コ の依 存 性 につ い て、 は っ き り と した見 解 を

示 す 。 タバ コ に は ヘ ロ イ ンや コ カ イ ン とい っ た ドラ ッグ の よ うに、 依 存 性 が

あ り、 ニ コ チ ンが そ の原 因 で あ る と明言 した の で あ る。33

しか し、 こ の よ うな発 表 を経 て もま だ タバ コ 産業 は 、 そ れ ま で と同 じよ う

一68一



成踵英語英文学研究 第22号(2018)

にニコチンの依存性を否定する。1988年 にタバコ協会が発表 した 「タバコに

依存性があるという主張は常識に反する」 と題 された声明文では、公衆衛生

局の判断に真っ向から対立 してタバコの依存性は一刀両断に切 り捨てられる。

喫煙は、真に個人的な選択の問題であり、やめようと思えばやめられ

るものなのです。タバコ喫煙が身体的な依存症を生 じさせるという主

張は、喫煙をその他の行為から区別しようとする根拠のない主張に過

ぎません。実際に、禁煙をしたときに人が感 じるのは、何か自分が し

たいと思 うことを放棄 しなければならない時に人が感 じるフラス トレ

ーションでしかありません。喫煙者が 「依存者」であるという主張は、

常識に反します し、日々人々が禁煙 しているという事実 と相容れませ

ん。34

しか し、 タバ コ会 社 の 内 部 文 書 が 明 らか にす る の は、 動 物 実 験 を 通 して

ニ コチ ン に依 存 性 が あ る こ とが 医 学 界 で確 認 さ れ る よ う に な っ た1960年 代

に は す で に タバ コ会 社 は ニ コ チ ンの 性 質 を十 分 に知 って い た とい う事 実 だ。

1963年 に、 当 時 ア メ リ カ第3位 の タバ コ会 社 で あ っ た ブ ラ ウ ン&ウ ィ リ ア ム

ソ ンの 弁 護士 は 、 タバ コ会 社 が 行 っ て い る商 売 の本 質 を い み じ く も次 の よ う

に 要 約 した。 「ニ コチ ン に は 依 存 性 が あ る。 とい う こ とは、 わ れ わ れ が 行 っ

て い る の は 、 ニ コチ ン とい う、 ス トレス を軽 減 す る の に有 効 な依 存 性 の あ る

薬 物 を売 る とい う商売 な の だ 。」35

あ るい は、1972年 、 フ ィ リ ッ プ ・モ リス社 の 「タバ コ 喫煙 の 動 機 と刺 激 」

と題 され た 内 部 文書 が 提 案 す る 「薬 品 的 な タバ コ の コ ンセ プ ト化 」 は、 こ れ

以上 な い ほ ど的確 に商 品 と して の タバ コ の本 質 を捉 え て い る と同時 に、 タバ

コ会 社 が 自分 た ちが 売 る商 品が ニ コ チ ン とい う薬 物 で あ る と考 え て い た こ と

を 雄弁 に物 語 っ て い る 。

タバ コ は商 品 で は な く、 包 み の一 つ とみ な され るべ きだ。 商 品 は ニ コ

チ ンだ 。 タバ コ は そ れ を幾 重 に も覆 う包 み の一 つ で しか な い。 まず カ

ー トンが あ り、 カ ー トンに は箱 が 入 っ て い て 、箱 に は タバ コが 入 っ て

い る 。 そ して タバ コ に は煙 が 入 っ て い る 。煙 が 最 後 の 包 み で あ る。 喫

煙 者 は 、 こ れ らの 包 み を一 つず つ剥 が して行 っ て 、最 終 的 に 自分 が 求
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め て い る もの に た ど り着 く。 … タバ コの 一 箱 は 、1日 に必 要 な ニ コ チ

ンが 入 っ て い る容 れ物 と考 え れ ば 良 い。 … タバ コ は一 回分 の ニ コ チ ン

服 用量 が 入 っ て い る容 れ物 と考 え れ ば良 い。 …煙 の一 服 は 、 ニ コ チ ン

の媒 体 で あ る と考 え れ ば 良 い 。煙 が 最 も適 した ニ コ チ ン の媒 体 で あ り、

タバ コが 最 も適 した煙 の容 れ物 で あ る こ とに疑 い の余 地 は な い。36

もちろんタバコ会社は、単に自分たちが売っている商品の性質を知ってい

ただけではない。その知識を最大限に利用 して売 り上げを伸ばそうとしてい

たのである。1972年 のR.J.レ イノルズ社の内部文書には、自分たちの商売

の本質が、ニコチンを魅力的な商品に変えて売ることにかかっていると捉え

ていたことが記録 されている。

タバコ製品は、本質的には、ニコチン服用のための媒体なのである。

それは、一般的に許容 され、また魅力的に思える形でニコチンを服用

することを可能にするために設計 されている。 したがってわれわれの

産業は、適量のニコチンの服用量をいかに魅力的なものにし、いかに

それを製造 し販売するか ということの上に成 り立っているのである。

そして、タバコ産業におけるわが社の位置付けは、われわれがニコチ

ンの服用量を、顧客から見て、われわれの競争相手よりも、全体的に

より高い価値(目 に見える形であれ、そうでないものであれ)が ある

ものにできるかどうかにかかっている。37

しかし、アメリカの主要なタバコ会社の役員たちは、自分たちの商売がニ

コチンの販売であることを十分に理解 しなが ら、あくまでもタバコの味や香

りを宣伝 し、タバコというモノを売るという体裁をとって、ニコチンという

薬物を売っていることを隠しとおしてきた。そしてニコチンの依存性 も当然

のことなが ら、否定してきたのである。1990年 代になってもタバコ会社が、

ニコチンに依存性があることを認めようとしなかったのは、喫煙が自由な選

択であるという自らがこれまで唱えてきた主張の正当性が失われてしまうか

らだ。そうなれば、タバコ会社には、喫煙者の健康被害に対 して賠償責任が

生 じる可能性が出てくるからだ。

実際、タバコ会社は、ニコチンの依存性が、喫煙による健康被害は個人の
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自由な選択の結果であるという、喫煙者の責任を負わせる論理を破綻させる

ものであることを十分に認識 していた。1980年 のタバコ会社の内部メモには

次のように記 されている。

タバコに依存性があるという議論は、タバコが肺がんの原因であるこ

とを訴える訴訟においてタバコ会社に敵対する弁護i士にとって最 も有

効な議論だろう。もし喫煙者が依存 しているのであれば、われわれは、

継続的な喫煙を 「自由な選択」 として擁護できなくなってしまう。38

さらには、タバ コ会社がニコチンの依存性を認めようとしなかったのは、

政府の規制を避けるためでもあった。喫煙者がニコチン摂取を目的として喫

煙 していることが事実として認められ、タバコ会社が喫煙者にニコチンを提

供 していると捉えられれば、タバコが薬物 として政府の規制の対象 となって

しまう。自分たちで商品をコントロールしてより利益をあげるためには、タ

バ コ会社は、そのような事態を避けなければならない。

1996年 に、連邦食品医薬品局(FDA)が 史上初めてタバ コ製品の販売を

規制しようとするのだが、それはまさしくタバコ会社がニコチンの依存性 と

いう効果を知っていて、それを自由に操っていたという事実に基づいてのこ

とだった。連邦食品医薬品局は、健康を損なう、あるいは人体に被害を加え

る恐れのある危険な薬物や食料品からアメリカ市民を守ることを役 目として

いるわけだが、タバコの健康被害が明らかになった50年代以降も、連邦食品

医薬品局はタバコを規制の対象 としてはこなかった。これには法的な問題が

大 きく関わっている。連邦食品医薬品局が規制の対象 とするのは、主に食品

と医薬品になるわけだが、タバコは当然食品ではない し、医薬品でもない。

もちろんタバコの中にはニコチンをはじめ様々な発がん性物質といった化学

物質が含まれているわけだが、それだけではタバコを医薬品としみなすこと

はできない。というの も、連邦食品医薬品局が依拠 している連邦食品・医薬品・

化粧品法によると、医薬品とは、「人間やその他の動物の身体の組織や機能

に影響を及ぼすことを意図された(食 品を除 く)物品」というものだからだ。39

重要なのはニコチンという薬物が含まれていることだけではなく、それによ

って人体に生理学的な効果が意図されているかということだ。つまり、連邦

食品医薬品局が、タバコを医薬品として、その製造や販売に関して規制をか
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けるためには、タバコ会社が、ニコチン依存であれ、何であれ、なんらかの

生理学的な効果を期待 して、タバコを製造 ・販売 していたということが事実

として証明されなければならないのである。

連邦食品医薬品局は、先に挙げたメレル ・ウィリアムズが暴露 した内部文

書やさらにはタバコ会社の内部告発者の証言などから、タバコ会社がニコチ

ンの依存性を知っていて、その事実を隠していただけではなく、より依存性

が高くなるように、ニコチンの含有量が多いタバコの葉を開発するなど、依

存者を増やすためにタバコに含まれるニコチンの量を意図的に操作 していた

ことを突 き止める。loそのような調査の結果、連邦食品医薬品局は、18歳 未

満へのタバコの販売を禁止するという規制案を施行させることに成功するの

だった。

連邦食品医薬品局がタバコを、それを摂取する人の身体に生理学的な反応

を引き起こすことを意図してタバコ会社が、製造 ・販売 していた薬品と定義

し直したことの意味は重要だ。というのも、ニコチン依存 という生理学的な

反応が、タバコ会社が意図したものであり、使用者がニコチンの依存性を知

らなかったのであれば、喫煙者は自覚のないまま、タバコを吸わされていた

ことになるからだ。喫煙者が、当然ニコチン依存症になることを目指 してタ

バコを吸っていたわけではないのであれば、ニコチン依存 という症状は、あ

くまでもタバコ会社が狙ったものであり、タバコ会社の意図が使用者の自由

な選択に優先した結果でしかない。ここには、もう喫煙者の選択の自由など

ない。

V.若 者 を対象 と した広告(i)一 需要の形成

タバ コ会社は、自分たちの広告は、すでに喫煙 している人に、自社のタバ

コへ と銘柄を変えること勧めているだけであって、非喫煙者に喫煙を勧めて

いるわけではないと主張 して、新たに依存者を増やそうという真の目的を

隠そうとする。41しか し、タバコ会社 は、ニコチンの依存性を否定する裏で、

依存者を増やす努力を絶え間なく続けてきた。これは、至極当然である。依

存者が喫煙に依存 しているため喫煙 し続けるとしても、新たな依存者を開拓

しないことには、依存者=顧 客が少なくなり、市場が枯渇 していくことにな

るからだ。これはタバコ以外のどの商品に関しても言えるだろうが、タバコ
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に関しては特に切実な問題である。というのも、タバコ会社が売っている商

品は、自らの顧客の死を早める商品だからだ。タバコを多く吸 う人はそれだ

け、死ぬ確率が高くなるとすれば、タバコへの依存度が高い上客であればあ

るほど、タバコ会社は早 く失ってしまうことを意味する。タバコとは、顧客

の数を減 らすことを宿命づけられた商品なのである。 したがって、タバコ会

社は常に、今いる上客の代わりを見つけなければならない。こうしてタバコ

会社は、新たな喫煙者として 「代替喫煙者」とタバコ会社が呼ぶ若年層に目

をつけることになる。42

タバ コ会社が、新規顧客 として若者を対象にするようになったのは、そも

そも喫煙者が喫煙 を開始するのは若い頃だということが調査の結果明らか

になったからだ。例えば、1984年 のR.J,レ イノルズ社による調査によると、

喫煙者のたった5%が24歳 より後に喫煙 し始めるという。43さらに、22歳以上

で喫煙 し始めた場合、90%が タバコを吸うのを止めるようになるという事実

から、大人より若者の方がニコチンに依存 しやすいらしいことが分かってい

る。41こういった事実か ら、タバコ会社が利益を生み出すために、タバコ会

社は、14歳 から24歳の若年層を 「明日のタバコ商売」の鍵を握る存在 として、

特に力を入れる販売対象 として見るようになる評 若年市場を分析 したR.J.

レイノルズの1973年 の報告書は、「現実的な観点から言うと、長期的にわが

社が生 き延びて繁栄するためには、われわれは若者市場に食い込まなければ

ならない」と結論づけている♂6

こうしてタバコ会社は、若者を喫煙者にすべ くマーケティングと宣伝広告

に力を入れるわけだが、それはまた、タバコという商品を売ることに原理的

に発生する問題を解決するためでもあった。前述 したように喫煙者の多 くは

ニコチンに依存 している。しかし、いくらニコチンに依存性があるとしても、

人はもともとニコチンに依存 しているわけではない。 したがって、人生にお

けるタバコの最初の一服は、自発的になされなければならない。ここにタバ

コ会社にとってのマーケティングと広告の重要性がある。売 り上げを伸ばす

ために広告宣伝活動が重要であるのは、タバコに限らず ものを売る側にとっ

ては当然だ。しかし、それが タバコを販売するにあたってとりわけ重要であ

るのは、タバコ会社は、そもそも人が心地 よいと思わないものを売 らなけれ

ばならないからだ。タバコという商品が、飲食物 と比較 してユニークである

のは、それが最初は不快であるという点にある。タバコを吸い始めて美味 し
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い と感 じる 人 は あ ま りい な い 。 どの よ うな飲 食 物 で あ れ、 最 初 の一 口、 一 飲

み で まず い と感 じれ ば 、 人 は そ の後 そ れ を好 ん で飲 ん だ り食 べ た り しな い だ

ろ う。 ご く当 た り前 の こ とだが 、多 くの 人が まず い と感 じる飲 食 物 が 売 れ る

こ とは まず な い 。 しか し、正 に こ の 点 に お い て タバ コ とい う商 品 は異 な っ て

い る 。 そ れ は 、 ほ とん どの 人が 最 初 は不 快 と感 じ、快 楽 や満 足 感 を得 る こ と

が な い 商 品 で あ る 。 したが っ て 、 タバ コ会 社 は 、 人が 不 快 に感 じる商 品 を売

る 、 とい うほ とん ど不 可 能 と も思 え る難 題 に挑 戦 して い る の だ。

そ こで 、 タバ コ会 社 は 、 タバ コ を吸 う行 為 が 喚 起 す る様 々 な イ メ ー ジ を利

用 して 、心 理 的 な欲 望 に訴 え る とい う巧 妙 な宣 伝 広 告 を展 開す る。 別 の言 い

方 を す れ ば 、 マ ー ケ テ ィ ング に よっ て 、薬 物 に対 す る依 存 性 で しか な い タバ

コの魅 力 に 別 の新 た な魅 力 を付 け加 え よ う とい うの で あ る。 フ ィ リ ップ ・モ

リ ス社 は、 「な ぜ 人 は タバ コ を吸 う の か 」 と題 され た1969年 の報 告 書 で 、 タ

バ コが不 味 い もの で あ る こ とを認 め た上 で 、 い か に して タバ コ を売 るべ きか

に つ い て 次 の よ うに考 察 して い る 。

タバ コ の最 初 の一 本 は 、不 快 な経 験 で あ る。 タバ コ を吸 い始 め た ば か

りの 喫煙 者 が 、 そ の不 快 さに耐 え る もの で あ る とい う事 実 を説 明す る

た め に は 、 わ れ わ れ は心 理 社 会 的 な動 機 に 目を 向 け な け れ ば な らな い。

タバ コ を吸 うこ とは 、吸 い始 め た ば か りの喫 煙 者 に とっ て、 象 徴 的 な

行 為 な の で あ る 。 喫煙 者 は世 の 中 に向 け て こ う言 っ て い る 。 「こ れが

私 とい う人 問 な の だ。」 これ に は様 々 な ヴ ァ リエ ー シ ョ ンが あ る。 例

え ば 、 「私 は も うお 母 さん の 子 供 じゃ な い の 」、 「俺 は タ フだ 」、 「私 は

目 険が 好 きな の」、 「僕 は 堅物 じゃ な い よ」 とい っ た よ うに。 個 人 の意

図が どの よ うな もの で あ れ 、 タバ コ を吸 う とい う行 為 は、 自分 の ア イ

デ ンテ ィテ ィを宣 言 す る象 徴 的 な行 為 な の で あ る。47

こ う して タバ コ会 社 は 、十 代 の若 者 の ア イ デ ンテ ィテ ィ形 成 に訴 え る た め

に 、広 告 を 活用 して い くこ とに な る 。 そ の典 型 例 が フ ィ リ ップ ・モ リ ス の マ

ル ボ ロ の広 告 で あ る 。

マ ル ボ ロ は お そ ら くタバ コ の歴 史上 最 も成 功 した ブ ラ ン ドの一 つ だ。 そ れ

は また 同 時 に宣 伝 広 告 の最 も成 功 した例 の一 つ で もあ る。1950年 代 に健 康 へ

の 関心 か ら、 フ ィル タ ー式 の タバ コが 人気 を得 る よ うに な っ た と き、 フ ィ リ
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ップ ・モ リス は こ の 時流 に の っ か か り、 自社 ブ ラ ン ドの フ ィル タ ー付 きタバ

コ、 マ ル ボ ロ の宣 伝 と販 売 に力 を入 れ 出す 。 そ うす る上 で 、 フ ィ リ ップ ・モ

リス は 、 マ ル ボ ロ の販 売 戦 略 を大 き く変 更 す る 。 そ れ ま で 、 フ ィル タ ー付 き

の タバ コは 、女 性 的 とみ な され て お り、 実 際 に フ ィ リ ップ ・モ リス も女 性 を

ター ゲ ッ トに して マ ル ボ ロ を販 売 して きた の だが 、 こ の フ ィル タ ー付 きタバ

コ を男 性 用 タバ コ と して新 た に 宣 伝 し直 す の で あ る。48宣伝 広 告 に男 性 ら し

さを想 起 す る イ メ ー ジ を 用 い て 、 マ ル ボ ロが 男 性 的 な タバ コ で あ る こ とを強

調 す る の で あ る 。

は じめ に 、 反社 会 的 ・反体 制 的 、社 会 規 範 に縛 られず 、 自 由 で 自立 した男

性 とい うイ メ ー ジ を作 り上 げ る た め 、手 の 甲 に入 れ墨 を施 した男 性 が 広 告 に

使 わ れ る よ うに な る 。 そ の後 、 そ れ は 、 ア メ リカ に お け る 自 由 な男 性 の究 極

的 な象 徴 で あ る カ ウ ボ ー イ マ ル ボ ロ の広 告 を担 当 した広 告 代 理 店 の男 性

の 自身 の 言 葉 に よ る と、 「ア メ リ カで 最 も広 く受 け い れ られ た男 性 ら しさ の

シ ンボ ル」 の 姿 に取 っ て 代 わ り、 マ ル ボ ロ ・マ ン と して定 着 す る こ とに

な る 。49

男 性 ら し さ と 自由 と 自立 を象 徴 す る カ ウ ボ ー イ の イ メ ー ジ は 、 ア ラ ン ・プ

ラ ン トが 述べ る よ うに 、 タバ コ の健 康 被 害 が 問題 とな っ た時 代 に お い て正 に

時 宜 を得 た もの だ った 。 「タバ コ を吸 う の は俺 の 自 由 だ」 とい う主 張 を、 言

葉 を使 わ ず に訴 え る もの と して、 これ 以 上 は な い く らい 効 果 的 だ っ た か ら

だ 。 自 由 や 自立 とい う価 値 観 を体 現 し、 こ れ ら の価 値 観 を礼 賛 す る マ ル ボ

ロ ・マ ンは 、 タバ コ の健 康 被 害 に対 す る連 邦 政 府 の警 鐘 に疑 問 を投 げ か け る

タバ コ産業 の気 持 ち を代 弁 し、 喫煙 者 に は 、 喫煙 を正 当化 す る理 由 を与 え る

こ と に な っ た 。50こ う した 広 告 の効 果 もあ っ て、1955年 に は1.70/・ だ っ た マ

ル ボ ロ の 合 衆 国 内 で の市 場 シ ェ ア は 、順 調 に成 長 して い き、 マ ル ボ ロ ・マ ン

が カ ウ ボ ー イ に な っ た1962年 に は、5.1%,1972年 に は 、12.70/o、1983年 に は、

20.1%、1995年 に は 、30.1%、2005年 に は、40.5%に な る。51

しか し、 こ の広 告 の真 の成 功 は 、若 年 層 に ア ピー ル した こ とに あ っ た。 実

際 、 フ ィ リ ップ ・モ リス の ライ バ ル で あ るR.J.レ イ ノ ル ズが1983年 に行 っ

た市 場 調 査 に よ る と、 マ ル ボ ロの18歳 人 口で の シ ェ ア は、1955-1964年 で は、

8.5%だ っ たの が 、1965-74年 に は 、31.8%、1979-83年 に は、50.30/,に ま で な

っ て お り、 未成 年 者 の 喫煙 者 人 口 の増 加 が 、 マ ル ボ ロ の 人気 を支 え て い た こ

とが わ か る。52マ ル ボ ロ の広 告 の 成 功 は、 何 よ り も、 そ の 販 売 に 関 わ っ た タ

一75一



権田建 二 喫煙者の権利を侵害する喫煙一1990年 代以降の合衆 国における反喫煙一

バ コ会 社 の 役 員 の 次 の よ う な言 葉 に 集 約 され る だ ろ う。 「十 代 の男 の 子 た ち

一 つ ま り、 タバ コ 会社 が そ もそ も販 売 の対 象 と して考 え て は い け な い 人 た ち

で あ る わ け だが 一 が 、 マ ル ボ ロ ・マ ンに熱 狂 的 に な っ て い る の を み れ ば 、 タ

バ コ会 社 の狙 いが 上 手 くい っ た こ とが わ か る だ ろ う。153

Vl.若 者 を対象 と した広告(ii>一一依存者の獲得

しか し、 こ う した若 年 層 を タ ー ゲ ッ トにす る広 告 戦 略 は、 やが て批 判 を浴

び る よ う に な る。 ジ ョー ・キ ャ メル とい う漫 画 の キ ャラ ク タ ー を使 ったR,

J.レ イ ノ ルズ 社 の キ ャ メ ル の 宣 伝 が そ うだ 。 フ ィ リ ップ ・モ リ ス社 に シ ェ

ア を奪 わ れ て い たR.J,レ イ ノ ルズ 社 は、 若 年 層 に見 向 き もさ れ な くな っ た

自社 ブ ラ ン ドの キ ャメ ル を生 き返 らせ 、若 年 層 に ア ピー ルす る た め の起 死 回

生 の 一 手 と して 、 ジ ョー ・キ ャメ ル とい う漫 画 の キ ャ ラ ク タ ー を使 っ た広 告

を1988年 か ら展 開 す る。541988年 か ら3年 の 問 で 、 キ ャ メ ル の シ ェ ア は 、3%

か ら13%に な っ た とい う ほ ど この 広 告 は大 当 た り した の だ が 、 この 広 告 は、

タバ コ会 社 が 子供 達 に タバ コ を宣伝 して い る証拠 と して多 くの批 判 に合 っ た。。。

1991年 に 、 タバ コ の広 告 の子 供 達 へ の影 響 を探 る た め、 子 供 達 が タバ コ会

社 や ブ ラ ン ドの ロ ゴ を どれ ほ ど認 識 して い る かが 調 査 され る。 こ の調 査 で は、

3歳 か ら6歳 まで の子 供 が229人 集 め られ 、 様 々 な会 社 の ロ ゴが 書 か れ て い る

カ ー ドとそ の商 品が 描 か れ て い る カ ー ドを マ ッチ ング で きる か を テ ス トさ れ

る 。研 究者 た ち は 、 そ の よ うな会 社 ・ブ ラ ン ドの ロ ゴ に、 デ ィズ ニ ー チ ャ ン

ネ ル の ミ ッキ ー ・マ ウ ス の シ ル エ ッ トの ロ ゴ とい っ た子 供 向 け の もの に混 じ

っ て 、 キ ャ メ ル の キ ャ ラ ク タ ー で あ るジ ョー ・キ ャ メル も含 ませ て お い た 。

実 験 の 結 果 、3歳 児 で は30%、6歳 児 の91.3%が ジ ョー ・キ ャ メ ル と タバ コ

の キ ャメ ル を正 し くマ ッチ ン グで き、 特 に6歳 児 の 問で は、 ミッ キ ー ・マ ウ

ス とほ とん ど変 わ らな い認 識 度 の高 さだ っ た こ とが 判 明す る。 こ の こ とか ら、

研 究者 た ち は 、 「子 供 が6歳 に な る 頃 に は 、 ジ ョー ・キ ャ メ ル は ミ ッキ ー ・マ

ウ ス と同 じ く らい認 識 され る よ うに な っ て い る」 と結 論 づ け た の だ っ た。56

この 実験 結 果 を見 た弁 護 士 の ジ ャネ ッ ト ・マ ンジ ー 二 は、 タバ コ会 社 に対

して 激 しい 怒 りを 感 じ、R.J.レ イ ノ ル ズ社 に ジ ョー ・キ ャ メル の 広 告 を 中

止 させ よ う と訴 訟 を起 こす 。。'「だ っ て、 ミ ッキ ー ・マ ウ ス は子 供 に とっ て重

要 な キ ャ ラ ク ター で し ょう。6歳 の 子 供 に とっ て は、 ジ ョー ・キ ャ メ ルが ミ
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ッキ ー ・マ ウ ス と同 じ く らい 人気 だ な ん て 、私 は本 当 に頭 に きた の よ」 と彼

女 は 述 べ る。58最 終 的 に、 マ ンジ ー 二 が 起 こ した裁 判 や 、 そ れ以 外 に も 多 く

の 批 判 を浴 び た こ とで 、R.J.レ イ ノ ル ズ社 は、1997年 を最 後 に ジ ョー ・キ

ャメ ル の広 告 を 中止 す る こ とに な る 。

ジ ョー ・キ ャメ ル の広 告 が 、 実 際 に どれ ほ どの売 り上 げ の促 進 に貢 献 した

の か を正 確 に調 べ る の は不 可 能 だ ろ う。 しか し、 こ こ で注 目 した の は、 タバ

コの広 告 が 子 供 の 喫煙 者 を増 やす こ とに どれ ほ どの効 果 が あ っ た の か とい う、

タバ コ広 告 の効 力 の 問題 で は な い 。 そ うで は な く、 タバ コ の広 告 が 子 供 に 向

け られ て い る こ とに 人 々 、 ア メ リカ の社 会 が 激 しい怒 りを感 じて い た とい う

事 実 の 方 に注 目 した い 。重 要 な の は 、年 端 もい か な い子 供 達 が タバ コ会 社 の

キ ャラ ク ター に馴 染 ん で い る とい うこ とで は な く、 ま た そ の よ うな子 供 達 が

将 来 喫煙 者 に な る可 能性 が あ る とい うこ とで もな く、 こ の よ うな実 験 が な さ

れ 、 そ の結 果が 衝 撃 と怒 りを持 っ て受 け止 め られ た とい う事 実 だ。

もっ と も、 タバ コ会 社 自身 も、公 衆 衛 生 局 の よ うな政 府 機 関 も、 そ れ か ら

裁 判 所 も、一 般 的 に広 告 が タバ コ の売 り上 げ を伸 ばす 効 果 が あ る こ とを事 実

と して 認 め て い る。59例 え ば 、 合 衆 国 司 法 省 が 、 ア メ リ カ市 民 を騙 して 不 正

に利 益 をあ げ て い た と して タバ コ会 社 を訴 えた 裁 判 「合 衆 国対 フ ィ リ ップ ・

モ リス」 で 、 連邦 地 区裁 判 所 の判 事 は 、次 の よ うに述 べ て 、 タバ コ広 告 が 若

者へ 影響 を与 え る こ とを事 実 と して い る 。

広 告 と販 売促 進 キ ャ ンペ ー ンを 含 ん だ タバ コ の マ ー ケ テ ィ ング は、 若

く、新 しい 喫煙 者 を勧 誘 す る過 程 に お い て重 要 な役 割 を果 たす よ うに

設 計 され て い る 。 そ れ は 、 タバ コ を ポ ジ テ ィブ な価 値 観 と結 びつ け る

お び た だ しい イ メ ー ジ に 、若 い 人 た ち を 晒 して い る の で あ る。 心 理 学

と認 知神 経 科 学 の分 野 で な され た研 究 が 示 す の は 、 そ の よ うな イ メ ー

ジ が 、特 に 若者 に対 して 、危 険 を認 識 す る こ とを抑 圧 し、行 動 を促 す

とい う点 に お い て 、 い か に 強 い影 響 を もつ もの で あ る か とい うこ とで

あ る 。被 告(タ バ コ会 社)自 身 の統 計 が 、 い か に若 者 向 け の三 つ の ブ

ラ ン ドー フ ィ リ ップ ・モ リ スの マ ル ボ ロ、R.J.レ イ ノ ル ズ の キ ャ メ ル、

ロ リラ ー ドの ニ ュ ー ポ ー トー の マ ー ケ テ ィ ングが 成 功 だ っ た か物 語 っ

て い る 。6。
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子供を対象にマーケティングしていないというタバコ会社の嘘に対する憤

りの根底には、子供はか弱い存在であり、大人によって保護されなければな

らないという考えがある。さらには、それは、子供 とは理性的で自発的な判

断を下せない存在であるという前提に依拠 している。マンジー二の訴えの正

当性を認めたカリフォルニアの控訴裁判所は、そのような考えに基づいてタ

バ コ会社が未成年者を宣伝の対象にすることを非難する。

未成年者を宣伝の対象 とするのは、残酷で非道徳的である。 というの

も、そのような広告は、健康を損なう危険があることを十分承知 した

上で喫煙を始めるという決断を下すために必要な成熟さに達する前に、

未成年者に不健康で、生命を危険に晒す可能性にある依存症へ と誘い

込んで、搾取 しているからだ。61

タバコ産業 自身も、子供は理性的な判断を下せず、従って守 られなければ

ならないという考えには同意 している。未成年者にタバコを売 りつけている

という批判を逸らすためにタバコ協会が発 した1979年 の声明において、子供

がタバコを吸 うべ きではない理由として、大人と違って、自由意志を行使で

きないことがあげられている。

子供はタバコを吸 うべ きではありません1喫 煙は大人の習慣です。手

に入れられるあらゆる情報を参照 し、そして個人の自由な選択に基づ

いて、タバコを吸 うという決断を下すことができるためには、十分な

分別を弁えられるようになるまで、タバコを吸 うかどうかという判断

を下すのは待つべ きです。62

子供が定義上、自由意志を働かせることができない存在であるならば、タ

バ コ会社が子供を販売の対象 としているという事実は、喫煙は 「大人の習慣」、

あるいは大人の選択であり、個人の自由である、というタバコ会社が繰 り返

してきた主張そのものが嘘であることを物語っていることになる。63それば

かりか、人が理性的な判断を下すことができない子供の頃にタバコを売 りつ

け、やがてその人が大人になって理性的な判断を下せるようになった頃には

すでにニコチ ンに依存 していて禁煙できない状態になっているのであれば、
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タバ コ会社は、そのような喫煙者の選択の自由を奪っていると言えるだろう。

喫煙を個人の自由と称 しつつ、タバコ会社が 自らの商品を子供に売 りつけて

いたという事実は、個人の自由という考えを都合良く利用 し、最終的にはそ

れを踏みにじる行為でしかない。

Vll.憲 法 で保 障 され ない喫煙 す る権 利

以上 で見 て きた通 り、 ア メ リカ に お け る 喫煙 問題 の核 心 に あ る の は 、個 人

の権 利 の 問 題 だ。 そ れ は単 に副 流 煙 が 非 喫 煙 者 の権 利 を侵 害 す る とい った 、

喫煙 者 対 非 喫煙 者 の相 反す る利 害 の対 立 が あ る とい うだ け で は な く、 タバ コ

会 社 の 嘘 に よっ て 、 喫煙 者 自身 の権 利 も阻害 され て い た とい うこ とを意 味 す

る 。90年 代 に こ の こ とが 明 らか に な っ た こ とで 、 タバ コ の健 康 被 害 が 疑 い よ

うの な い事 実 と して受 け止 め られ る よ うな り、 タバ コ規 制 は ます ます 強 化 さ

れ る よ うに な っ た の で あ る 。

こ こで 、 冒頭 の疑 問 に戻 る こ と と し よ う。 なぜ 、 人権 意 識 が 高 い ア メ リカ

合 衆 国 で 喫 煙 が 州 の 法 律 や 自治 体 の 条 例 等 に よ っ て タバ コ を吸 う権 利 は制

限 され て い る の だ ろ うか 。 答 え は 簡 単 だ。 喫煙 は憲 法 で 保 障 され る権 利 と

は考 え られ て い な い か らだ 。 タバ コ規 制 法 律 協 会(TobaccoControlLegal

Consortium)が 、2008年 に発 表 した 、 「喫 煙 は憲 法 で 保 障 さ れ た権 利 で は な

い一2008年 』 とい うパ ン フ レ ッ トで の サ マ ンサ ・K・ グ ラ フ とい う法 律 家 の

説 明 に 沿 っ て 、合 衆 国憲 法 が 喫煙 を権 利 と して認 め て い な い こ とを確 認 した

い 。64

喫煙は権利だと主張する人は、アメリカにももちろん存在する。グラフに

よると、そういった主張は主に二つの観点からなされる。一つは、喫煙は個

人のプライヴァシーに属する権利であって、したがって政府はこれを制限し

てはならないということ。二つ目は、喫煙を制限する条例や法律は、喫煙者

という少数者に対する不当な差別であり、憲法が合衆国市民に保障する法の

平等の保護に違反するとい うこと。これらはおおよそ、先 に挙げた、たば

こ議員連盟の基本理念の最初の二つ一 「"喫煙 を愉 しむこと"… は、…

国民の権利 として尊重 されなければならない」 と 「合法的な嗜好品であるた

ばこを喫煙する者を社会的悪者 として排除してはならない」一にそれぞれ該

当する主張 と考えてよいだろう。
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いずれの場合 も合衆国憲法は権利 として認めていないとグラフは論 じる。

確かに、合衆国最高裁 は、個人のプライヴァシーに関する基本的な人権 を、

合衆国憲法によって特に守 られなければならない自由として認めている。 し

かし、これは、避妊具を所持するとか、異人種の異性 と結婚するといった婚

姻関係や家族関係に関する個人の選択の自由に限定 されるという。 したがっ

て、喫煙はプラヴァシーに関する権利には含まれない。65

また喫煙者は憲法によって保護 されるべ き少数者であるかという問題に関

しては、グラフは、合衆国最高裁は、そのように保護 されるべ き少数者を、

人種や、民族、ジェンダーといった生まれつきの、変更 しがたい属性によっ

て決定づけられた集団に限定 していると指摘する。喫煙者は、喫煙者 として

生 まれてくるわけではないので、当然この憲法の特別な庇護を受ける少数者

とは考えられないということだ。66

このように、政府や自治体の規制が、基本的なプライヴァシー権を侵害す

るとは考えられず、また憲法によって保護 されるべ きと認められた特定の集

団を対象 としているわけではない場合は、問題 となる規制案等が合憲である

かどうかの判断は、規制の目的が合理的であるかどうかにかかっているとグ

ラフは述べる。67つまり、個人の行為を制限するだけの十分な根拠が、政府

や自治体等にあれば良いということだ。喫煙を規制する法案 もこのような基

準 によって判断される。副流煙による健康被害を防ぐという目的のために、

喫煙を制限することは合理的と考えられるので、政府や自治体が喫煙 という

個人の自由に介入するに十分な根拠になりうると判断できるということだ。

裁判所が喫煙 の規制を憲法 に違反 しない と判断 した具体的な例 として、

2012年 に合衆国控訴裁判所が下 した判決を見てみたい。2010年 にミズーリ州

のクレイ トンという市が、屋外にある公共の公園や遊び場での喫煙を禁止す

る条令を作 ったところ、アーサー ・ギャラガー というタバコ愛好家がこれ

を憲法違反として連邦の裁判所に訴える。68彼の訴えの要点は大きく分けて、

先に見てきた二点になる。すなわち、第一に、喫煙はプライヴァシーに属す

る権利であるので市はそれを規制 してはならないということ。第二に、市の

条例は喫煙者を少数者 として差別するものであるということ。いずれの主張

も先に述べた理由で、裁判所は認めない。裁判所の判断は、市民の健康を守 り、

ゴミを少なくし、公園等の景観を良くするという市の目的は十分に合理的で

あるので、市の規制案は問題がないというものだった。これに対 して、ギャ
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ラガーは市が根拠 としている副流煙の被害に関する知識は、屋内の副流煙の

被害に関するものであって屋外でのそれに関するものではないため、市が主

張する健康被害を防ぐという目的は、合理的な根拠 とはなり得ないと反論す

る。これに対 して裁判所は、裁判所の判断は、規制の根拠である健康被害が

科学的に正 しいかどうかに依拠 しているのではなく、法律を作った人たちが、

それを正 しいと信 じる十分な根拠があるかどうかによるのだと説明する。裁

判所のことばによると、「屋外の副流煙が実際に被害をもたらすかどうかに

関して裁判所は判断する必要はない。市が、それを信 じることが合理的であ

るため、条例は合理的であり問題がない」 ということだ。69

ここで、裁判所が副流煙の被害が科学的に正 しいかどうかは問題ではない、

と述べていることに注 目したい。というのも、タバコ副流煙の被害から市民

を守るということが喫煙規制の合理的な根拠になると考えられるということ

は、タバコの副流煙の健康被害が一般的に広 く認められていることを意味す

るからだ。裁判官は医学者ではないので、当然、タバコの健康被害の程度に

ついて判断を下す ことはで きない。裁判官が判断しなければならないのは、

タバ コの副流煙は健康被害をもたらす と立法者が信 じていることが、どれほ

ど理にかなっているか、ということだ。裁判官がこれに理があると判断した

ということは、副流煙による健康被害が深刻な問題 として広 く社会に受け止

められているという現実を物語っている。

おわ りに

このようなアメリカの状況を踏まえると、冒頭に掲げた、たばこ議員連盟

による 「受動喫煙防止に関する基本理念」で、タバ コが 「合法的な嗜好品」

と述べ られていることが奇妙に思える。広辞苑国語辞典第六版は、嗜好品を

「栄養摂取 を目的 とせず、香味や刺激を得るための飲食物。酒 ・茶 ・コーヒ
ー ・タバコの類」 と定義 している。このようにタバコをお酒やコーヒーと同

列に置くことは、誤解を招 く表現である。タバコがお酒やお茶のような比較

的害が少なく、依存性 も低 く、適度に楽 しむことができる、安全な飲食物 と

同じであるかのような印象を与えるからだ。もちろんお酒は無害ではないだ

ろう。アルコール依存症によって自分の人生を台無 しにしたり、他人に危害

を加えたり、あるいは飲酒運転によって他者を死に至 らしめるケースがある
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こ とを考 え れ ば 、 ア ル コ ー ル も十 分 危 険 な 、 あ る い は タバ コ よ り危 険 な飲 み

物 と言 うこ とが で きる か も しれ な い 。 しか し、飲 酒 が 深 刻 な健 康 被 害 を及 ぼ

す 、 あ る い は他 人 に危 害 を加 え る とい っ た事 件 を引 き起 こす 場 合 よ り もは る

か に 多 く、 人 々 は適 度 に飲 酒 を楽 しん で い る。 生 活 に潤 い を もた らす た め に

節 度 を持 っ て お 酒 を嗜 で い る 人 は 、飲 酒 に よ っ て深 刻 な被 害 に あ う人 よ り も

は る か に 多 い だ ろ う。 タバ コ は そ うで は な い。 タバ コ の依 存 性 、 そ して発 が

ん 性 は、 節 度 を持 って 楽 しむ とい う レベ ル を超 えて い る。70も と も と英 語 に

は 、 日本 語 の 「嗜 好 品」 に 当 た る言 葉 が な い こ と もあ る だ ろ うが 、 ア メ リ カ

で は この よ うに タバ コが コ ー ヒ ー 、 お茶 、 お菓 子 と同列 に語 られ る こ とは ま

ず な い 。 タバ コ の健 康 被 害 に 人 々が 以 前 よ りは る か に敏 感 に な っ た今 日で は、

な お さ らそ の よ うな分 類 は ア メ リカ の 人 々 に とっ て は理 解 し難 い こ とだ ろ う。

この こ とは 、 タバ コ の健 康 被 害 に 関す る認 識 が ア メ リカ と 日本 で は大 き く

異 な っ て い る こ とを意 味 す る だ ろ う。 そ して 、 そ の違 い は個 人 の認 識 の違 い

とい う よ り も、 タバ コ の健 康 被 害 を な くそ う とす る社 会 全 体 の取 り組 み の違

い で もあ る 。前 述 した 『合 衆 国対 フ ィ リ ップ ・モ リス』 で は、2009年 に タバ

コ会 社 側 の敗 訴 が 確 定 し、 そ の結 果 、 タバ コ会 社 は ア メ リ カ の大 衆 に 向 け て

これ ま で 、 タバ コ に 関 す る情 報 を 意 図 的 に操 作 、 隠 蔽 して きた こ と を認 め

る 「矯 正 的声 明」 を 、 自 らそ の経 費 を負 担 して発 表 す る こ とが 命 じ られ る 。71

2017年11月26日 に 、連 邦 の裁 判 所 の命 令 に よ っ て タバ コ会 社 は、 こ れ ま で タ

バ コの 健 康 被 害 に つ い て5つ の 点 にお い て 、 ア メ リ カ市 民 に誤 った 情 報 を伝

え て い た こ とを認 め 、 タバ コ の害 悪 に つ い て の正 しい情 報 を簡 潔 に伝 え る声

明 を雑 誌 の広 告 や テ レビ の コ マ ー シ ャル と して発 表 した。 五 つ の点 とは、 喫

煙 が もた らす 全 般 的 な健 康 被 害 、喫 煙 とニ コチ ン の依 存 性 、「ラ イ ト」 や 「マ

イ ル ド」 な タバ コが健 康 被 害 の 点 で 通 常 の タバ コ とほ と ん ど変 わ らな い 点 、

タバ コ会 社 が ニ コ チ ン含 有 量 を操 作 して い た こ と、 そ して副 流 煙 の健 康 被 害

で あ る 。72

この うち 、副 流 煙 に 関す る もの は次 の とお りで あ る。

連 邦 の 裁 判 所 は、 フ ィ リ ッ プ ・モ リ スUSA、R.J.レ ノ ル ズ ・タバ コ 、

ロ リラ ー ド、 そ して ア ル トリアが 、副 流 煙 の健 康 被 害 につ い て 、 こ れ

らの会 社 に 次 の声 明 を発 表 す る よ うに命 じま した。

・副流 煙 は 毎 年 、38,000人 以 上 の ア メ リカ 人 の 死 の 原 因 と な っ て い
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る 。

・副流 煙 は 、 喫煙 しな い大 人 に 、肺 が ん と心 臓 病 を引 き起 こす 。

・副流 煙 に 晒 され る子 供 は、SIDS、 急 性 呼 吸 器 感 染 症 、 耳 の 障 害 、

重 い 喘 息 、肺 機 能 の低 下 に な る危 険性 が 増 す 。

・副流 煙 に は
、 どの程 度 で あ れ そ れ に 晒 され て安 全 と呼 べ る もの は

な い 。73

この よ うな声 明が 、 ア メ リカ で は2017年11月26日 か ら一 年 間 、 月曜 か ら木

曜 日 まで 、 主 要 テ レ ビネ ッ トワ ー ク で あ るABC,NBC,CBSで 放 送 さ れ る

との こ とな の で 、 タバ コ の害 に対 す る周 知 は徹 底 して い る と言 え る だ ろ う。

今 後 日本 で も、 タバ コ の健 康 被 害 の深 刻 さが もっ と認 識 され 、 よ り多 くの

人 々 が よ り積 極 的 に副 流 煙 の規 制 を 求 め る よ うに な れ ば 、 タバ コが 嗜 好 品 と

して 認識 され る こ とは な くな る だ ろ う。将 来 そ うな っ た 時 に は 、今 日の わ れ

わ れ が 、 医者 が タバ コ を勧 め て い る昔 の ア メ リカ の広 告 を見 て奇 異 に感 じる

の と同様 に 、 タバ コ は嗜 好 品 で あ り、 こ れ を吸 うのが 「国民 の権 利 」 で あ る

とい う主張 は 奇妙 に 聞 こ え る こ とだ ろ う。
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